
１．四国電力株式会社(以下｢四国電力｣といいます｡)にクレジットカード支払いの変更または解

　　約の申し出をなされない限り､申込書記載のクレジットカード(以下｢カード｣といいます｡)に

　　より､毎月､継続的に電気料金等をお支払いいただきます｡

２．カード支払いは口座振替割引契約が適用されません｡

３．お申込みからお手続き完了までに１ヵ月程度かかる場合がございます｡ 

４．お支払い回数は1回払いとさせていただきます｡また､電気料金等領収済のお知らせは発行

　　いたしません｡ 

５．クレジットカード会社(以下｢カード会社｣といいます｡)の締切日と検針日との関係その他の事

　　務上の都合により､2ヵ月分をまとめてご請求する場合があります｡

６．カード会社がお客さまのカード番号､有効期限を更新した場合は､カード会社により､新規申込

　　みが必要な場合がございます。

７．カード会社の規約により､このお申込みが承認されない場合は､申込み以前の方法によりお

　　支払いいただきます｡

８．カード会社の規約により各月の電気料金等のカード支払いの請求が承認されない場合は、

　　当社から送付させていただく振込用紙によりお支払いいただきます｡ 

９．カード会社の規約により会員資格を喪失された場合等は､電気料金等のカード支払いが解約

　　となります｡この場合は､当社から送付させていただく振込用紙によりお支払いいただきます｡

10．電気需給契約のうち､業務用電力･高圧電力などの高圧の契約､臨時電灯･電力､農事用電力

　　および官庁契約は対象外となります｡ 

11．当社の電気のご契約と電気温水器賃貸契約のあるお客さまが､当該電力または電灯のカー

　　ド支払いを申し込まれた場合､電気温水器賃貸料金もカードでのお支払いとなります。

12．｢よんでんコンシェルジュ｣にご登録されていない場合､お客さまのご契約によっては､請求書

　　を発行するとともに書面発行手数料(1契約ごとに110円[税込]/月)を加算して請求させてい

　　ただきます｡ 

１．カード会員は､月々の電気料金等のお支払いを電気のご契約者から委任されたことを承諾し

　　ていただきます｡

２．四国電力からの各種通知や連絡については､全て電気のご契約者に行います｡また､カード

　　会員は､これに同意していただきます｡

３．カード会社からの各種通知や連絡については､全てカード会員に行います｡また､電気のご契

　　約者は､これに同意していただきます｡

電気料金等クレジットカード支払い規約 

【電気のご契約者とカード会員の方が異なる場合】 


